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■ １．PFIとは

（１）PFIとは

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、ノウハウ、経営能力を活用して行う手法で、PFI法（民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）に基づいて実施する手法です。

（２）目的

優良な品質のサービスを低廉な価格で実現すること。

（３）導入による効果

・住民に対して『質の高い』公共サービスが『低廉な価格』で提供される。

・公共サービスの提供における『行政の関わり方の改善』が期待できる。

・『民間の事業機会』を新たに創出し、経済の活性化に寄与する。

PFI
⺠間活⼒の導⼊によ
る新たな事業機会の

創出

財政負担の
軽減

公共施設・
サービスの
効率化と
魅⼒の向上
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■ ２．PFIの特徴

PFIの特徴
性能発注

長期契約包括発注従来方式

公
共

設計会社
意匠

建設会社
建物、電気、設備

維持管理会社
保守点検、修繕、
改修、清掃、警備等

運営会社
企画、受付・相談、
自主事業の実施

委託

仕様発注

請負

仕様発注

委託（単年度）

仕様発注

委託（単年度）

仕様発注

仕様発注

短期契約個別発注

＋民間資金

PFI事業者

公
共

設計会社

建設会社

維持管理会社

運営会社

PFI

包括発注

性能発注
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■ ３．PFIの事業スキーム

一般的な事業スキーム

民間コンソーシアム

・事業に関係する民間事業者により組成される
・出資等によりSPCを設立
・SPCから担当する業務を請け負う

設計会社 建設会社

維持管理会社 運営会社

投資家

保険会社

・SPCに対して、事業に必要
な保険を提供

事業会社（SPC）

・株式会社として設立
・特別目的会社（Special-
Purpose-Company）

発注者

・国や地方公共団体等
・事業の管理者

利用者

金融機関

・SPCに必要な資金を融資
・事業のモニタリング

融資

元利金返済

保険

保険料

出資

配当

公共サービス
の提供

料金の支払い

業務の分担

業務の対価

サービス対価
の支払

公共サービス
の提供

事業契約の締結

直接協定の締結 基本協定の締結

お金の流れ

役務の提供

契約関係
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■ ３．PFIの事業スキーム

一般的なPFIのプロセス

事業の終了

事業の実施、モニタリング

事業契約の締結等

事業者の募集・選定

特定事業の選定・公表

実施方針の策定・公表

事業の発案
検
討
段
階

事
業
者

決
定
段
階

事
業
実
施

■PFI事業として実施するかの検討
■民間事業者との対話（民間提案も可）
■実施方針の策定に関する見通しの公表

■官民間でのリスク分担や要求水準書（案）も同時に公表
■実施方針に関する意見聴取（対話形式も可）

■VFM（定量・定性）を算定、公表
■特定事業（PFI事業で実施する事業、施設）を選定、公表
■債務負担行為の議決（予算の担保）

■競争性、公平性、透明性の担保
■民間事業者との意見交換、質疑応答（対話形式も可）
■思惑や認識のずれを回避が重要

■基本協定の締結⇒SPCの設立⇒仮契約の締結⇒事業契約の締結（議決）
■事業契約書の確認（権利義務、リスク分担、契約解除条項などの規定）
■指定管理者の指定（議決）※事業によって生じない場合もある

■事業契約に従い事業を開始（官民の良好かつ対等なパートナーシップ）
■公共による事業監視（モニタリング）の開始
■モニタリング結果による定期的な事業評価（VFMの再算定等）実施

■事業完了前の出口戦略の検討（事業者の再選定、事業の再編等）
■事業完了後の事業評価を実施
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■ ４．PFIの事業方式、類型

（１）PFI事業の方式

PFIには、以下のような事業方式があります。

・BTO（Build Transfer and Operate）方式
民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式

・BOT（Build Operate and Transfer）方式
民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営し、事業終了後に公共に施設所有権を移転する方式

・RO（Rehabilitate Operate）方式
民間事業者が自ら資金を調達し、既存の施設を改修・補修し、管理・運営を行う方式

・BOO（Build Operate and Own）方式
民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営をするが、公共への所有権移転は行わない方式

・コンセッション方式
利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式

※RO方式を除き、BTO方式、コンセッション方式では公共が、BOT方式及びBOO方式では民間事業者が施設の所有者となります。

近

民間事業
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■ ４．PFIの事業方式、類型

（２）PFI事業の類型

PFIには、基本的な３つの事業類型があります。

・サービス購入型
公共施設の整備等に係る民間事業者のコストが、公共から支払われるサービス購入料により全額回収される類型

・独立採算型
公共施設の整備等に係る民間事業者のコストが、利用者からの利用料金収入等により全額回収される類型

・混合型（官民JV）
公共施設の整備等に係る民間事業者のコストが、公共から支払われるサービス購入料と、利用者からの利用料金収入等の双方に

より全額回収される類型

利用者民間事業者公共

サービス提供

利用料金

利用者民間事業者公共

利用者民間事業者公共

事業契約

事業契約

事業契約

サービス購入料

利用料金

サービス提供

サービス購入料

サービス提供
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■ ４．PFIの事業方式、類型

（３）事業類型と採算性の関係

事業類型と採算性の一般的な関係を整理すると、次のようになります。

運営コスト

建設コスト

資金調達コスト

土地取得コスト

サービス購入型 混合型
混合型

（運営黒字）
独立採算型 民間事業

公共
負担

収入

公共
負担

収入
ゼロ

公共
負担

収入

収入

収入

公共
負担
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■ ５．PFI事業に要する主な事項

（１）VFM（Value-for-Money）の試算

従来の公共事業で民間に委託等する業務について、“コストダウンできるか”“民間がやった方が効率的か”という視点で民間に

委ねるかどうかを定量的、定性的に判断します。

（２）実施方針の作成、公表

特定事業の選定を行う前に公表する書類。 実質上事業のスタート時に出す書類です。

○実施方針の内容

•募集、選定に関する事項

•民間事業者の責任の明確化

•事業概要（規模及び配置等）

•事業継続が困難となった場合の措置

•法制上及び税制上の措置

•財政上及び金融上の支援

（３）特定事業の選定

実施方針を公表した後、PFI事業として実施する範囲と、その実施可能性を評価した書類。公共が算定した最終的なVFM算定結果

も公表することとなります。
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■ ６．PFIに関する情報

PFIの仕組みなどPFIに関する各種情報は、次のウェブサイトからご覧いただけます。

ご参考にしてください。

内閣府の政策 >  民間資金等活用事業推進室（PPP/PFI推進室） >  各種PFI情報

≪URL≫ https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/pfi_jouhou_index.html
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内閣府ウェブページ



ご清聴ありがとうございました。

個別対話にご協力賜りますようお願い申し上げます。
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